
○ がん検診について

は無料になる「統一受診券」を送付します。

○ 対象となる方 ※年齢は、令和７年4月1日時点の年齢です
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○ 統一受診券の利用方法

　　 町の集団検診を利用する方法と、直接医療機関で受ける方法の２通りあります。
　　 いずれも、事前に予約が必要となります。

○ 転出された方は

　　  あくまでも検診受診日に三種町に住所を有する方が対象です。
　　  転出される場合は、転出先の保健センターまたは市町村へお尋ねください。

○ 職場検診として検診を受ける場合は、統一受診券は使えませんのでご了承ください。
　　

平成17年4月2日～平成18年4月1日 ☆

年齢

　　町が実施するがん検診において特定の年齢に達した方に対して、子宮がんに関する検診費用の一部助成また

    秋田県ががんによる死亡率が高いことはご存知の方が多いと思いますが、三種町においても令和４年の死亡状

 況では、がんによる死亡が全死亡数の約２４％を占め、死亡原因の第１位となっています。この事業は、がん検診

 を受診することにより、 早期発見・早期治療に結びつき、がんによる死亡の減少を目指し実施します。

　  なお、職場からの検診料金の補助がある方については該当しない場合があります。お問い合わせください。

☆

平成13年4月2日～平成14年4月1日 ☆

平成15年4月2日～平成16年4月1日 ☆

生年月日

昭和61年4月2日～昭和62年4月1日 ☆

昭和60年4月2日～昭和61年4月1日 ◎

昭和63年4月2日～平成 1年4月1日 ☆

昭和62年4月2日～昭和63年4月1日 ☆

平成 1年4月2日～平成 2年4月1日 ☆

平成 7年4月2日～平成 8年4月1日 ☆

平成 9年4月2日～平成10年4月1日 ☆

平成11年4月2日～平成12年4月１日

● 令和7年度

統一受診券を用いた子宮がん検診 のお知らせ ●

検診の対象について

◎印：統一受診券（無料）

☆印：統一受診券（自己負担額1,800円)

〈 お問い合せ 〉

三種町保健センター 三種町森岳字上台９３－５

電話 ８３－５５５５ ＦＡＸ ８３－３８５７


